
o田　　　圏、●　　▲　　　　　　　　　女も

東京電力福島原発刑事訴訟
∴　‘∴”鎌を求める著名・

‘ゝ1

東京地方裁判所　刑事第4部

裁判長　永測健一　様

2011年3月世界最悪レベルの東電福島原発事故により、自然環境中に大量の放射能が拡散

され、多くの人々のかけがえのない白帯が奪われました。原発事故の収束は見通せず、人々の困

難は深まっています。この裁判は、日本のみならず、世界中の人々が主目し、原発事故の真相究

明と刑事責任が明らかにされることを切望しています。

2017年6月30日の初公判では、被告人3人は、無罪を主張しましたが、検察官役の指定弁

護士から、被告人の刑事責任を明らかにする数々の証拠が提出されました。私たちは、原発事故

の真相が隠されていたことを改めて認識しました。この国が法治国家であるのか、あらゆる命

を大切にする国であるのかが問われている非常に重要な裁判です。責裁判所におかれまして

は、適正かつ、迅速な審理を行い、厳正な判決を出されることを強く要請します。
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＜呼びかけ・集約＞

＊福島原発刑事訴訟支援団　＊福島原発告訴団　https：／／Shien－dan，Org／

〒963－4316福島県田村市船引町芦沢字小倉140－1info＠shien－danゎrg O80－5739－7279

☆裁判の判決日まで提出し続けますので、随時、郵送してください。　　　　　（2017，12，10開始）
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i S � 厳正か判決を求めます！ 
世界中を震撼させた福島原発事故。多くの住民が避難を強いられ、そのうちかなりの

方は未だに元の土地に戻れずにいます。既にお亡くなりになってしまわれた方も少なく

ありません。

6月30日、福島原発事故刑事裁判の初公判では、検察官役の指定弁護士から、東京電

力は津波を予測し、対策も検討していたにもかかわらず、最終的に対策を先送りしたと

いう証拠の数々が提出されました。

被告人らは、津波は予測できなかった、たとえ津波を予測して対策をとっても、時間的

に間に合わなかったので、責任はないのだと主張しています。それに対して、指定弁護士

は対策が完了して、安全が確保できるまでは原発を止めるべきだったと指摘しました。

安全が確保されていない原発を運転することは犯罪であると断じています。

東電福島原発事故の東電元幹部の刑事責任を問う裁判です。

検察官は「不起訴」としたが、一般市民による検察審査会がこれ

を覆し、「強制起訴」によって、裁判を起こすよう決定決定しま

した。そのため、この裁判では、検察官の代わりに、裁判所が指

定した弁護士（指定弁護士）が被告人の罪を追及します。

勝俣恒久元会長、武黒一郎元副社長、武藤栄元副社長

被告人らは、福島第一原発に敷地を超える大津波が来ると重大

事故を起こすことを予見できたのに、津波対策を取らず、その

ため起きた事故で入院患者などに避難を強いて死亡させたな

どの「業務上過失致死傷」の罪で起訴されました。
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